
公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者
数

「第54回ワールド・マネー
フェア」への出展に関連
した契約　一式

独立行政法人造幣局
理事　佐藤　雄作
大阪市北区天満1-1-79

令和7年1月10日

World Money Fair Berlin
GmbH
Ollenhauerstraße 97,13403
Berlin,Germany

-

ドイツ・ベルリンで開催される「第54回
ワールド・マネーフェア」への参加・出
展にあたり、本フェアの主催者はWorld
Money Fair Berlin GmbH であるところ、
直接主催者との間に参加・出展契約を
締結する以外に方法がないことにより、
競争を許さないことから、独立行政法人
通則法第49条の規定に基づいて定め
る独立行政法人造幣局の会計に関す
る事項についての規程第27条第2項に
該当するため。

同種の他の契約の予定価格
を類推させる恐れがあるため
公表しない

2,204,686円 - - - - -

LBMAガイダンスに基づ
く保証業務　一式

独立行政法人造幣局
理事　佐藤　雄作
大阪市北区天満1-1-79

令和7年1月15日
KPMGあずさサステナビリティ
株式会社
大阪市中央区北浜3-5-29

6011101037057

本件については、LBMAが指定する推
奨リストに掲載されている者に依頼する
必要があるが、日本においてはKPMG
あずさサステナビリティ株式会社以外は
掲載されておらず、競争を許さないこと
から、独立行政法人通則法第49条の
規定に基づいて定める独立行政法人
造幣局の会計に関する事項について
の規程第27条第2項に該当するため。

同種の他の契約の予定価格
を類推させる恐れがあるため
公表しない

6,842,000円 - - - - -

面削機（入側シフトカー
レール）修理（広島支局）
一式

独立行政法人造幣局
理事　佐藤　雄作
大阪市北区天満1-1-79

令和7年1月22日
千代田工販株式会社中国支
店
広島市中区基町12-3

7010001050391

公募を実施した結果、業務の履行可能
な者が1者であって、その者との契約で
あり競争を許さないことから、独立行政
法人通則法第49条の規定に基づいて
定める独立行政法人造幣局の会計に
関する事項についての規程第27条第2
項に該当するため。

同種の他の契約の予定価格
を類推させる恐れがあるため
公表しない

9,790,000円 - - - - -

映像シアター（映像シア
ターシステム等）改造修
理　一式

独立行政法人造幣局
理事　佐藤　雄作
大阪市北区天満1-1-79

令和7年1月23日
株式会社ノムラメディアス大阪
事業所
大阪市浪速区難波中2-10-70

5010601023121

公募を実施した結果、業務の履行可能
な者が1者であって、その者との契約で
あり競争を許さないことから、独立行政
法人通則法第49条の規定に基づいて
定める独立行政法人造幣局の会計に
関する事項についての規程第27条第2
項に該当するため。

同種の他の契約の予定価格
を類推させる恐れがあるため
公表しない

9,460,000円 - - - - -

ガス鋳棒加熱炉ビーム
等購入及び交換作業
（広島支局）　一式

独立行政法人造幣局
理事　佐藤　雄作
大阪市北区天満1-1-79

令和7年1月31日
株式会社三建アクセス
広島市中区東千田町1-1-72

3240001003941

公募を実施した結果、業務の履行可能
な者が1者であって、その者との契約で
あり競争を許さないことから、独立行政
法人通則法第49条の規定に基づいて
定める独立行政法人造幣局の会計に
関する事項についての規程第27条第2
項に該当するため。

同種の他の契約の予定価格
を類推させる恐れがあるため
公表しない

97,900,000円 - - - - -

様式第13号その4（第58条関係）

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）　令和7年1月分

物品役務等の
名称及び数量

契約の締結者の氏名
及び造幣局の所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業務方法書
又は訓令若しくは通達の根拠規定及び
理由（企画競争による場合はその旨）

法人番号

（注１）公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注3）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（注2）公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。

公益法人の場合




